
－ 73 －

 

 

廃棄物処理機械を対象とした基本安全技術の検討 
清 水 尚 憲*1 梅 崎 重 夫*1 濱 島 京 子*2 

 

 第三次産業の中でも重篤な労働災害が発生している廃棄物処理工場の多くは, 様々な廃棄物処理用の機械が複合的に

組み合わされた統合生産システム（IMS: Integrated Manufacturing System）のライン構成となっている. このような

統合生産システムでは，様々な保護装置を利用して作業者の安全を確保しているが，中には許容できないリスクが残存

している現場もあり，そのことが原因となる労働災害も数多く発生している. 本研究では，統合生産システムの広大領

域内で複数の作業者が作業を行う際のリスクに対して, 筆者らが考案した支援的保護装置を利用したリスク低減戦略を

提案する. 具体的には, RFタグと画像処理装置（カメラ）を併用した支援的保護装置の有効性を検証するとともに, 実際

の作業現場において当該システムを適用した場合の利便性や操作性についても検討を行う. 
キーワード: 廃棄物処理機械，統合生産システム，支援的保護装置，RFタグ，画像処理システム 
 
 

1 はじめに 
 廃棄物処理工場では，梱包プレス，粉砕･混合機，コン

ベヤー，搬送機械などの様々な廃棄物処理機械が有機的

に結合されて統合生産システム (IMS: Integrated 
Ｍanufacturing System)を構成している.  
このようなシステムでは，後述するように機械の設

計・製造者が本質的安全設計方策や安全防護物（ガード

または安全装置）の適用によって作業者の安全を確保す

るのが基本である 1)．しかし，現実には，後述する危険

点近接作業や複数作業者が広大領域内で行う作業などが

存在するために，許容できないリスクが残存するシステ

ムも数多く認められる． 
そこで，機械の設計・製造者によっては適切なリスク

低減が図れないときに機械の使用者が行うリスク低減策

として，筆者らが支援的保護システムと呼ぶ方策を提案

した. 本研究では，廃棄物処理工場に設置された統合生

産システム（IMS）を対象に，RF タグと画像処理装置

（カメラ）を併用した支援的保護システムの開発と有効

性評価について概説する． 
 

2  支援的保護システムの要件 

1) 支援的保護システムの基本的な考え方・位置づけ 

 近年，作業者のヒューマンエラーや意図的な不安全行

動，及び作業マニュアルの形骸化に起因して，重篤度の

高い労働災害が多発している．また，従来から行われて

きた“人の注意力に依存する対策”の限界があることも

確かである． 

このため，厚生労働省では，人の注意力に依存しない

方策として，ISO12100 を始めとする機械安全国際規格の

活用を進めてきた．具体的には，2001 年に ISO12100 と

実質同一の“機械の包括的な安全基準に関する指針”（以

下「包括指針」と呼ぶ）を制定した．また，2005 年に労

働安全衛生法第 28 条の 2を制定し，リスクアセスメント

及びリスク低減措置の実施を努力義務として定めた． 

これらは，“機械の使用者が行う人の注意力に依存する

対策”から，“機械の設計・製造者が行う未然防止策”へ

の戦略転換を目的とする．図１に，これらに共通する基

本戦略を示す．この戦略は一般にスリー・ステップ・メ

ソッドと呼ばれるもので，機械の設計・製造者が行うリ

スク低減策の優先順位を示している．この方策は，空間

分離（危険源と作業者とを物理的に分離する）または時

間分離（危険源が稼働している時は作業者を稼働範囲に

近づけず，作業者が危険源に近づいた時は，危険源の稼

働を停止させる）による安全確保を基本としている．こ

のため，危険な稼働部を動かしながら作業者が近接した

位置で作業を行う危険点近接作業や，非定常作業（運転

確認・調整，加工，トラブル処理，保守・点検・修理，

清掃・除去等）については，ほとんどが残存リスクとし

て使用者側に対応が委ねられている． 

このため，使用者側では，これらの残存リスクに対し

て，作業手順の見直し，教育・訓練の強化，追加の安全

防護物の適用，保護具の使用などによって適切なリスク

低減が図れるように努力を行っている．しかし，これら

の残存リスクの中には，適切に教育・訓練された作業者

の注意力が前提となる作業形態によってかろうじて安全

レベルを維持している作業も多く見受けられる．すなわ

ち，このときのリスク低減策は，主として不確定性の高

い人の注意力に依存することになり，そのことを原因と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1  (独)労働安全衛生総合研究所 機械システム安全研究グループ

*2 (独)労働安全衛生総合研究所 電気安全研究グループ 

図 1 設計･製造者と使用者によるリスク低減のプロセスと優先順

位 
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する労働災害も数多く発生している． 

本研究では，これらの現状を踏まえて，機械の使用者

が行う人の注意力に依存する方策を何らかの設備的な対

策に置き換えることが可能か検討を行った．このときに

利用されるのが“支援的保護システム”である．これは

機械の設計・製造者によっては適切なリスク低減が図れ

ないときに機械の使用者が行うリスク低減策を担うシス

テムであり，フェールセーフ構造を持たないために作業

者に対する教育・訓練や管理とともに使用されるシステ

ムと定義される．なお，支援的保護システムの使用は比

較的リスクの低い作業を機械の使用者が行う場合に限ら

れる．これに対し，リスクの高い作業に対しては機械の

設計・製造者側で対策を再検討することを基本とする． 

 

2) ヒューマンエラーと支援的保護システムの適用範囲 

 図 2 は，労働災害の原因となるヒューマンエラーと違

反を分類したものである． 
ここで，保護装置とは，図１に示すステップ２の安全

防護物（ガードまたは安全装置）に該当する．これに対

し，支援的保護システムとは，使用者が現場で行う保護

方策のうち，作業の実行段階でのヒューマンエラー等（ス

リップとラプスに相当するが，残存リスクの大きさによ

ってはミステイクも含む）による危険側誤りの発生確率

を可能な限り減少させるシステムで，教育・訓練と安全

管理との併用が不可欠である． 
 図 2 のヒューマンエラーのうち，「ミステイク」を防

ぐには作業実行前の教育の徹底による適切な知識の習得

が不可欠である．また，「意図的な不安全行動」を防ぐに

は，作業開始前の教育の徹底とともに適切な作業管理体

制の確立が基本となる．ただし，この２種類のエラーを

発生させるためには作業者の明らかな実行の意思が必要

となる．このため，注意力を維持しないといつ発生する

か分からないヒューマンエラーとは大きく異なっている．

そこで，これら実行の意思を伴わないと発生しないエラ

ーに対して，作業の実行段階で発生する“意図しない行

為”として「スリップ」と「ラプス」がある．これらは，

行動の実行段階で発生する記憶や，注意力に関するエラ

ーであり，作業者の明らかな実行の意思がなくとも常に

発生する可能性がある．そのため，「スリップ」や「ラプ

ス」に関するエラーを発生させないように，作業者は常

に努力をして安全な作業状態を維持し続けなければなら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ない．このとき，人間特性を前提とすれば，人の行動は

極めて不確定性が高く，危険側へ遷移する割合も高くな

る．そのため，万一，エラーが発生した場合にも作業者

に危害をおよぼさないようにするための支援的保護シス

テムを併用し，危険側へ遷移する割合を大幅に低減させ

る必要がある． 
図 3 は，残存リスクに対して機械の使用者が行ってい

る人の注意力のみに依存するリスク低減策と，支援的保

護システムを適用した場合のリスク低減策の効果の違い

を示したものである. 従来は，残存リスクの大きさに関

係なく人の注意力のみに依存した対策を採用していたた

めに，どのリスクレベルでも作業の安全性を確保する際

の不確定性は大きくなっている．このため，残存するリ

スクレベルが高いほど，エラーが発生した場合の労働災

害の重篤度は高くなる．これに対して，支援的保護シス

テムを適用したリスク低減策では，残存リスクのレベル

によって，人の注意力のみに依存するレベル，人の注意

力と支援的保護システムを併用するレベル，及びリスク

低減策の見直しを機械の設計・製造者に委ねるレベルに

分類される．これら３段階のレベルは，残存リスクのレ

ベルに応じて，適切な支援的保護システムが適用できる

ように工夫している（例えば，リスクの低いものは画像

処理装置だけを使用するが，リスクが比較的高いものは

RF タグと画像処理装置を併用するなど）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 ヒューマンエラーと違反の分類 
図 4 リスクグラフを用いた支援的保護システムのクラス

選択法の一例 

図 3 支援的保護システムの適用を考慮した使用者が 
行うリスク低減方策 
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支援的保護ｼｽﾃﾑの適用と設計・製造者へのリスク再評価提案 
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図３ 支援的保護ｼｽﾃﾑの適用を考慮した使用者が行うリスク低減方策 
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為”として「スリップ」と「ラプス」がある．これらは，

行動の実行段階で発生する記憶や，注意力に関するエラ

ーであり，作業者の明らかな実行の意思がなくとも常に

発生する可能性がある．そのため，「スリップ」や「ラプ

ス」に関するエラーを発生させないように，作業者は常

に努力をして安全な作業状態を維持し続けなければなら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ない．このとき，人間特性を前提とすれば，人の行動は

極めて不確定性が高く，危険側へ遷移する割合も高くな

る．そのため，万一，エラーが発生した場合にも作業者

に危害をおよぼさないようにするための支援的保護シス

テムを併用し，危険側へ遷移する割合を大幅に低減させ

る必要がある． 
図 3 は，残存リスクに対して機械の使用者が行ってい

る人の注意力のみに依存するリスク低減策と，支援的保

護システムを適用した場合のリスク低減策の効果の違い

を示したものである. 従来は，残存リスクの大きさに関

係なく人の注意力のみに依存した対策を採用していたた

めに，どのリスクレベルでも作業の安全性を確保する際

の不確定性は大きくなっている．このため，残存するリ

スクレベルが高いほど，エラーが発生した場合の労働災

害の重篤度は高くなる．これに対して，支援的保護シス

テムを適用したリスク低減策では，残存リスクのレベル

によって，人の注意力のみに依存するレベル，人の注意

力と支援的保護システムを併用するレベル，及びリスク

低減策の見直しを機械の設計・製造者に委ねるレベルに

分類される．これら３段階のレベルは，残存リスクのレ

ベルに応じて，適切な支援的保護システムが適用できる

ように工夫している（例えば，リスクの低いものは画像

処理装置だけを使用するが，リスクが比較的高いものは

RF タグと画像処理装置を併用するなど）． 
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れる．これに対し，リスクの高い作業に対しては機械の

設計・製造者側で対策を再検討することを基本とする． 
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 本現場は一般的な廃棄物処理工場でも使用されている

梱包プレスと搬送用機械のレイアウトが類似している自

動車車体用の大型プレス機が数台並んだ箇所で，複数の

作業者が広大な作業エリアにて作業を行っている現場で

ある．今回の実証実験は 1号プレス機と 2 号プレス機間

のエリアＸにて行なった．なお，プレスされるワークは，

1 号プレス機から 2 号プレス機へロボット（1R，2R）に

て搬送され，さらに 3 号プレス機，4 号プレス機へと順

に送られていく作業形態になっている． 

 本プレスラインへの出入りは，図 5 に示したＡ～Ｆの

6箇所から可能である． 

Ａ：Low Frequency アンテナ（以下 LF アンテナと呼ぶ）

やステレオカメラを設置した実験対象のドア（セーフテ

ィプラグ有） 

Ｂ：現場の作業者が出入りするドア（セーフティプラグ

有） 

Ｃ：主に金型交換時に出入りするドア（セーフティプラ

グ有） 

Ｄ：2 号プレス機と 3 号プレス機の横を行き来できるス

ペース（ライトカーテン有） 

Ｅ：1 号プレス機内で人が行き来できる箇所（ライトカ

ーテン有） 

Ｆ：2 号プレス機内で人が行き来できる箇所（ライトカ

ーテン有） 

 また，この統合生産ラインにおける実験用機材設置レ

イアウトを図 6 に示す．本統合生産ラインへの人の出入

りは，図 5 の A～Ｆの 6 箇所から可能であるため，本来

は全ての箇所に RF タグとステレオカメラ等とを組み合 

わせた実験用機材（ゲートシステム）を設置して，そこ

を通過する人を全て検知する形で実証実験を行なうこと

が望ましい．しかし，現場の実態として，ゲートシステ

ムをすべての箇所に設置することは物理的に難しい．例

えば，Ｃのドアは金型交換のために天井クレーンが移動

するためにゲートの設置は不可能であった．また，Ｅや

Ｆのプレス機へのゲート設置は機構的にできなかった．

そのため，Ａのドア部にゲートを設置して，このゲート

を出入りする人の特定と人数カウントをすることにした

(今回の現場では，Ａのドア部からの入退出が頻繁に行わ

れるということから，本実証においては一か所の設置で 

 

 

エリアＸ 

図６ 実験用機材設置のレイアウト

エリアＸ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｆ

部品(板金)の流れ

図5 A社の統合生産ラインのレイアウト図 5 A 社の統合生産ラインのレイアウト 

図 6 実験用機材設置のレイアウト 

 

 

十分と考えた)．なお，RFID に関しては，各 RF タグから

返送される受信レベルを測定することで，エリアＸを始

めとするプレスラインでの人の存在箇所を特定できる可

能性があるのでエリアＸの各コーナー4 箇所にアクティ

ブリーダを設置することにした． 

また，本実証実験結果を検証するには，プレスライン

の設備稼働状態やエリアＸにおける実際の人の存在や動

きを正確に把握しておかなければならない．そのために，

プレスラインの稼動状態とエリアＸ内の人の状態を記録

できるように常時その状態を記録し，さらにネットワー

クカメラ等をゲート，およびコーナー4箇所に設置して，

実験時間内の映像データを収録した． 

 図 6 の右下部にはデスクを配置して実験用の本部とし，

データ収集用のＰＣや必要機材を置いて，データの記録

等もこの本部にて行なった． 

(1)Ａのドア部に設置した入退出用ゲート 

(a)入退出用ゲートの概要 

図 7 にＡのドア部に設置した入退出用ゲートイメージ

の正面図を，図 8に上側から見た図を示す． 

Ａのドア部の高さは約 2m であり，幅も約 2m となって

いる．その部分に入退出用ゲートを設置するために，図

に示すような専用治具を製作してそこにLFアンテナを2

台，ステレオカメラ，および参考データ収集のための共

連れ検知用カメラと 3D 赤外線カメラを各 1 台設置した．

LF アンテナは当初，180cm×50cm の大きさで準備したが，

ゲート内に装備されているロボット（R1,R2）のアームと

ワークの可動範囲が想定よりも広いために，LF アンテナ

と物理的に干渉することが設置当日に判明し，急遽，現

場でLFアンテナの形状を200cm×20cmに変更することに

した．図 9 は実際の現場に設置した入退出用ゲートであ

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)ＬＦアンテナとステレオカメラの接続 

入退出用ゲートに設置したLFアンテナ2台は床に置い

た専用の各 LF 発信機とケーブル接続し，今回の実証実験

現場の状態や運用イメージを踏まえて，LF アンテナと RF

タグとの交信距離を決定する感度調整を事前に実施した．

ただし，この時点では運用される一般的な状態をイメー

ジした上での調整であり，RF タグの所持の仕方等のパタ

ーンを数多くシミュレーションした状態での調整ではな

い．そのため，実証実験を行いながら，万一，交信状態

に課題が発生した場合には，その都度，感度調整内容を

見直すことにした．図 10 で囲んだひも状のケーブルが，

実際の現場に設置した LF アンテナである． 

一方，ステレオカメラは，図 11 に示したように，ゲー

トに調整可能な専用ポールとパイプを設け，それに固定

する形で装着した．なお，ステレオカメラは同軸ケーブ

ルで専用コントローラと接続し，ゲートの下を通過する

人の入場情報と退出情報をリアルタイムに出力し，最終

的にはそのログデータを上位の PC に格納する． 

また，図 12 にはゲート関連の主要装着機器の接続イメ

ージ図を示す．なお，図 11 に示した共連れ検知用カメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ Ａドア部に設置したゲートのイメージ（正面側）

図8 Aドア部に設置したゲートのイメージ（上面側）

図９ 現場に設置した入退出用ゲート

Ａのドア部

ゲート

ゲート固定用
支柱

図10 ゲートに設置したLFアンテナ

図 7 A ドア部に設置したゲートのイメージ(正面側) 

図 8 A ドア部に設置したゲートのイメージ(上面側) 

図 9 現場に設置した入退室用ゲート 

図 10 ゲートに設置した LF アンテナ 
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 本現場は一般的な廃棄物処理工場でも使用されている

梱包プレスと搬送用機械のレイアウトが類似している自

動車車体用の大型プレス機が数台並んだ箇所で，複数の

作業者が広大な作業エリアにて作業を行っている現場で

ある．今回の実証実験は 1号プレス機と 2 号プレス機間

のエリアＸにて行なった．なお，プレスされるワークは，

1 号プレス機から 2 号プレス機へロボット（1R，2R）に

て搬送され，さらに 3 号プレス機，4 号プレス機へと順

に送られていく作業形態になっている． 

 本プレスラインへの出入りは，図 5 に示したＡ～Ｆの

6箇所から可能である． 

Ａ：Low Frequency アンテナ（以下 LF アンテナと呼ぶ）

やステレオカメラを設置した実験対象のドア（セーフテ

ィプラグ有） 

Ｂ：現場の作業者が出入りするドア（セーフティプラグ

有） 

Ｃ：主に金型交換時に出入りするドア（セーフティプラ

グ有） 

Ｄ：2 号プレス機と 3 号プレス機の横を行き来できるス

ペース（ライトカーテン有） 

Ｅ：1 号プレス機内で人が行き来できる箇所（ライトカ

ーテン有） 

Ｆ：2 号プレス機内で人が行き来できる箇所（ライトカ

ーテン有） 

 また，この統合生産ラインにおける実験用機材設置レ

イアウトを図 6 に示す．本統合生産ラインへの人の出入

りは，図 5 の A～Ｆの 6 箇所から可能であるため，本来

は全ての箇所に RF タグとステレオカメラ等とを組み合 

わせた実験用機材（ゲートシステム）を設置して，そこ

を通過する人を全て検知する形で実証実験を行なうこと

が望ましい．しかし，現場の実態として，ゲートシステ

ムをすべての箇所に設置することは物理的に難しい．例

えば，Ｃのドアは金型交換のために天井クレーンが移動

するためにゲートの設置は不可能であった．また，Ｅや

Ｆのプレス機へのゲート設置は機構的にできなかった．

そのため，Ａのドア部にゲートを設置して，このゲート

を出入りする人の特定と人数カウントをすることにした

(今回の現場では，Ａのドア部からの入退出が頻繁に行わ

れるということから，本実証においては一か所の設置で 

 

 

エリアＸ 

図６ 実験用機材設置のレイアウト

エリアＸ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｆ

部品(板金)の流れ

図5 A社の統合生産ラインのレイアウト図 5 A 社の統合生産ラインのレイアウト 

図 6 実験用機材設置のレイアウト 

 

 

十分と考えた)．なお，RFID に関しては，各 RF タグから

返送される受信レベルを測定することで，エリアＸを始

めとするプレスラインでの人の存在箇所を特定できる可

能性があるのでエリアＸの各コーナー4 箇所にアクティ

ブリーダを設置することにした． 

また，本実証実験結果を検証するには，プレスライン

の設備稼働状態やエリアＸにおける実際の人の存在や動

きを正確に把握しておかなければならない．そのために，

プレスラインの稼動状態とエリアＸ内の人の状態を記録

できるように常時その状態を記録し，さらにネットワー

クカメラ等をゲート，およびコーナー4箇所に設置して，

実験時間内の映像データを収録した． 

 図 6 の右下部にはデスクを配置して実験用の本部とし，

データ収集用のＰＣや必要機材を置いて，データの記録

等もこの本部にて行なった． 

(1)Ａのドア部に設置した入退出用ゲート 

(a)入退出用ゲートの概要 

図 7 にＡのドア部に設置した入退出用ゲートイメージ

の正面図を，図 8に上側から見た図を示す． 

Ａのドア部の高さは約 2m であり，幅も約 2m となって

いる．その部分に入退出用ゲートを設置するために，図

に示すような専用治具を製作してそこにLFアンテナを2

台，ステレオカメラ，および参考データ収集のための共

連れ検知用カメラと 3D 赤外線カメラを各 1 台設置した．

LF アンテナは当初，180cm×50cm の大きさで準備したが，

ゲート内に装備されているロボット（R1,R2）のアームと

ワークの可動範囲が想定よりも広いために，LF アンテナ

と物理的に干渉することが設置当日に判明し，急遽，現

場でLFアンテナの形状を200cm×20cmに変更することに

した．図 9 は実際の現場に設置した入退出用ゲートであ

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)ＬＦアンテナとステレオカメラの接続 

入退出用ゲートに設置したLFアンテナ2台は床に置い

た専用の各 LF 発信機とケーブル接続し，今回の実証実験

現場の状態や運用イメージを踏まえて，LF アンテナと RF

タグとの交信距離を決定する感度調整を事前に実施した．

ただし，この時点では運用される一般的な状態をイメー

ジした上での調整であり，RF タグの所持の仕方等のパタ

ーンを数多くシミュレーションした状態での調整ではな

い．そのため，実証実験を行いながら，万一，交信状態

に課題が発生した場合には，その都度，感度調整内容を

見直すことにした．図 10 で囲んだひも状のケーブルが，

実際の現場に設置した LF アンテナである． 

一方，ステレオカメラは，図 11 に示したように，ゲー

トに調整可能な専用ポールとパイプを設け，それに固定

する形で装着した．なお，ステレオカメラは同軸ケーブ

ルで専用コントローラと接続し，ゲートの下を通過する

人の入場情報と退出情報をリアルタイムに出力し，最終

的にはそのログデータを上位の PC に格納する． 

また，図 12 にはゲート関連の主要装着機器の接続イメ

ージ図を示す．なお，図 11 に示した共連れ検知用カメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ Ａドア部に設置したゲートのイメージ（正面側）

図8 Aドア部に設置したゲートのイメージ（上面側）

図９ 現場に設置した入退出用ゲート

Ａのドア部

ゲート

ゲート固定用
支柱

図10 ゲートに設置したLFアンテナ

図 7 A ドア部に設置したゲートのイメージ(正面側) 

図 8 A ドア部に設置したゲートのイメージ(上面側) 

図 9 現場に設置した入退室用ゲート 

図 10 ゲートに設置した LF アンテナ 
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と３D 赤外線カメラは今回の実証実験を補完する目的で

参考に設置したものである． 

(c)アクティブリーダ 

①アクティブリーダの概要 

アクティブリーダは個人が所持する RF タグから無線

で発せられる ID 情報（タグ ID，LF アンテナ通過情報，

バッテリ残量情報等）を受信するもので，RF タグからの

電波を受信した際に前述の ID 情報以外に受信電波の電

界強度（RSSI 値）等を付加して上位の PC にデータを送

信する． 

①−１タグ ID 

 個々の RF タグが有する固有 ID で，RF タグの識別，つ

まり個人を特定するために必須となる情報．今回の実証

実験では，タグ ID が No.00006075～No.00006092 の 18

個の RF タグを A社の現場関連メンバに配布し，携行を依

頼した． 

①−２ LF アンテナ情報 

 LF アンテナの受信領域を通過した際に RF タグが発信

する情報で，過去に通過した LF アンテナ No.の履歴と直

近に通過したLFアンテナNo.の情報を合わせてアクティ

ブリーダに送信する仕組みになっている．この LF アンテ

ナ情報を確認することで，RF タグを所持していた人が，

どの LF アンテナから次の LF アンテナ側に移動したかの

確認が可能である．例えば，LF アンテナ１ LF アンテ

ナ２という情報をアクティブリーダが受信した場合は，

RF タグを所持している人が LF アンテナ１の下を通り，

LF アンテナ２の下に移動してエリアＸに入場した，とい

うことを判断できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，アクティブリーダが RF タグから受信した情報を

上位の PC に送信した時刻が PC 側のソフトで受信データ

と共に記録される． 

①−３ バッテリ残量情報 

 RF タグに搭載しているバッテリの状態を示す情報を 3

段階でアクティブリーダに送信する． 

①−４ 受信電波の電界強度（RSSI 値） 

 RF タグからの情報をアクティブリーダが受信した際

の受信電波の強度を数値化したもの．基本的にこの数値

が高いと RF タグの場所がアクティブリーダに近いこと

になるが，中間に電波を遮るような障害物が存在すると

この数値が小さくなるので，一概に距離と RSSI 値とが相

関関係にあるとは言えない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 ゲートに設置した各種カメラ

ステレオカメラ

供連れ検知用カメラ

3D赤外線カメラ

図12 ゲート関連の主要機器の接続イメージ

図13 現場に設置したアクティブリーダ

図14 ゲート部にかざしたRFタグ

RFタグ

図 11 ゲートに設置した各種カメラ 

図 12 ゲート関連の主要機器の接続イメージ 

図 13 現場に設置したアクティブリーダ 

図 14 ゲート部にかざした RF タグ 

 

 

(d)アクティブリーダの設置 

 今回の実証実験では，図 6 に示すようにエリアＸの各

コーナー合計 4 箇所にアクティブリーダを配置した．図

13 に現場に配置したアクティブリーダを示す． 

 なお，事前テスト時にゲート部で RF タグを持った人の

写真を図 14 に示すが，実際の実証実験においては，作業

着のポケットに RF タグを入れて携行した．前述の通り，

RFタグはLFアンテナの下を通過した際にLFアンテナの

番号を内蔵したメモリに記憶し，タグ ID 情報等と共に以

前に通過した LF アンテナ番号と直近に通過した LF アン

テナ番号情報をアクティブリーダに送信する．なお，LF

アンテナを通過した等のイベントが発生した場合には，

その直後にアクティブリーダに対して通過情報を送信す

る仕組みであるが，イベントが発生していない場合にも

RFタグ内で設定したタイマーによって約5分間隔でアク

ティブリーダに対して，自分の現在の状態を示す情報を

送信する．これは定時送信と呼ばれ RF タグの正常性確認

を行う上でも必要な機能である. 

 次に 4 箇所に設置したアクティブリーダを LAN ケーブ

ルで HUB を介して本部の PC に接続し，PC 上の専用ソフ

トでアクティブリーダが RF タグから受信した全データ

を記録した．図 15 にアクティブリーダ関連の接続イメー

ジを示す。 

(e)ネットワークカメラ 

①ネットワークカメラ設置の必要性 

今回の実証実験は，現場での手書きのデータ記録，RFID

によるゲート部Ａのドア部での入退出記録と存在検知記

録，およびステレオカメラによるゲート部での入退出者

の検知と人数カウントを行う．しかし，1 日 8時間以上，

そして 4 日間にも渡る現場の様子を間違いなく人が記録

することは難しい．また，実証実験終了後に RFID やステ

レオカメラの記録データを分析や検証するためには，実

際の現場の状況がどうであったかを確認する手段が必要

となると想定し，実験システムを補完する目的でネット

ワークカメラを 4台設置することにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，ネットワークカメラで現場を４方向からみた１日

分の映像データを 4 日間分記録するが，コントローラの

ハードディスク容量も限られるため，検証する際に支障

をきたさないレベルの 1 秒間隔で映像記録を撮ることに

した． 

②ネットワークカメラの設置 

ネットワークカメラは，図 6 に示したようにエリアＸ

のコーナー4 箇所に設置し，おおよそ対角線を中心とし

たエリアの映像を記録した． 

図 16 は現場に設置したネットワークカメラである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 支援的保護システムの要件検証項目 

図15 アクティブリーダ関連機器の接続イメージ

図16 現場に設置したネットワークカメラ

専用治具

ネットワークカメラ

図17 ネットワークカメラ関連機器の接続イメージ

No. 検証すべき要件項目 確認事項 検証方法

1 入場検知 危険エリアへの入場 RFタグ所有者がゲートを通過する時、RFID
のデータとカメラの画像データを照合して、
入退場したことを検証する2 退場検知 危険エリアからの退場

3 人（資格、能力、権限）の特定 登録資格と実作業内容
RFタグ内の登録資格データと実際の現場で
の作業（行動）と機械の動きをVTRにて検証
する

4 エリアの特定 特定エリアでの存在検知
RFタグ所有者がゲート内外いずれに存在し
ているかを検証する

5 死角内での特定 死角エリアでの存在検知
目視による存在検知不可箇所でのRFタグ
所有者の存在検知

6 動作の特定 人の動作、静止状態の検知
RFタグ（震動･加速度センサ付）からの受信
データによる検証

7 時間の特定 変化点、継続
RFタグからの受信データ、ステレオカメラか
らのデータによる検証

8 現場設備の状態検知 動作、停止、待機等
表示機器の状態とRFタグからの受信データ
との照合による検証

9 現場環境での耐性 実験機器のEMC、雰囲気、放射の影響
実現場内における設備の各状態（動作･停
止）での実験機器の動作状態の検証

図 15 アクティブリーダ関連機器の接続イメージ 

図 16 現場に設置したネットワークカメラ

図 17 ネットワークカメラ関連機器の接続イメージ
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と３D 赤外線カメラは今回の実証実験を補完する目的で

参考に設置したものである． 

(c)アクティブリーダ 

①アクティブリーダの概要 

アクティブリーダは個人が所持する RF タグから無線

で発せられる ID 情報（タグ ID，LF アンテナ通過情報，

バッテリ残量情報等）を受信するもので，RF タグからの

電波を受信した際に前述の ID 情報以外に受信電波の電

界強度（RSSI 値）等を付加して上位の PC にデータを送

信する． 

①−１タグ ID 

 個々の RF タグが有する固有 ID で，RF タグの識別，つ

まり個人を特定するために必須となる情報．今回の実証

実験では，タグ ID が No.00006075～No.00006092 の 18

個の RF タグを A社の現場関連メンバに配布し，携行を依

頼した． 

①−２ LF アンテナ情報 

 LF アンテナの受信領域を通過した際に RF タグが発信

する情報で，過去に通過した LF アンテナ No.の履歴と直

近に通過したLFアンテナNo.の情報を合わせてアクティ

ブリーダに送信する仕組みになっている．この LF アンテ

ナ情報を確認することで，RF タグを所持していた人が，

どの LF アンテナから次の LF アンテナ側に移動したかの

確認が可能である．例えば，LF アンテナ１ LF アンテ

ナ２という情報をアクティブリーダが受信した場合は，

RF タグを所持している人が LF アンテナ１の下を通り，

LF アンテナ２の下に移動してエリアＸに入場した，とい

うことを判断できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，アクティブリーダが RF タグから受信した情報を

上位の PC に送信した時刻が PC 側のソフトで受信データ

と共に記録される． 

①−３ バッテリ残量情報 

 RF タグに搭載しているバッテリの状態を示す情報を 3

段階でアクティブリーダに送信する． 

①−４ 受信電波の電界強度（RSSI 値） 

 RF タグからの情報をアクティブリーダが受信した際

の受信電波の強度を数値化したもの．基本的にこの数値

が高いと RF タグの場所がアクティブリーダに近いこと

になるが，中間に電波を遮るような障害物が存在すると

この数値が小さくなるので，一概に距離と RSSI 値とが相

関関係にあるとは言えない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 ゲートに設置した各種カメラ

ステレオカメラ

供連れ検知用カメラ

3D赤外線カメラ

図12 ゲート関連の主要機器の接続イメージ

図13 現場に設置したアクティブリーダ

図14 ゲート部にかざしたRFタグ

RFタグ

図 11 ゲートに設置した各種カメラ 

図 12 ゲート関連の主要機器の接続イメージ 

図 13 現場に設置したアクティブリーダ 

図 14 ゲート部にかざした RF タグ 

 

 

(d)アクティブリーダの設置 

 今回の実証実験では，図 6 に示すようにエリアＸの各

コーナー合計 4 箇所にアクティブリーダを配置した．図

13 に現場に配置したアクティブリーダを示す． 

 なお，事前テスト時にゲート部で RF タグを持った人の

写真を図 14 に示すが，実際の実証実験においては，作業

着のポケットに RF タグを入れて携行した．前述の通り，

RFタグはLFアンテナの下を通過した際にLFアンテナの

番号を内蔵したメモリに記憶し，タグ ID 情報等と共に以

前に通過した LF アンテナ番号と直近に通過した LF アン

テナ番号情報をアクティブリーダに送信する．なお，LF

アンテナを通過した等のイベントが発生した場合には，

その直後にアクティブリーダに対して通過情報を送信す

る仕組みであるが，イベントが発生していない場合にも

RFタグ内で設定したタイマーによって約5分間隔でアク

ティブリーダに対して，自分の現在の状態を示す情報を

送信する．これは定時送信と呼ばれ RF タグの正常性確認

を行う上でも必要な機能である. 

 次に 4 箇所に設置したアクティブリーダを LAN ケーブ

ルで HUB を介して本部の PC に接続し，PC 上の専用ソフ

トでアクティブリーダが RF タグから受信した全データ

を記録した．図 15 にアクティブリーダ関連の接続イメー

ジを示す。 

(e)ネットワークカメラ 

①ネットワークカメラ設置の必要性 

今回の実証実験は，現場での手書きのデータ記録，RFID

によるゲート部Ａのドア部での入退出記録と存在検知記

録，およびステレオカメラによるゲート部での入退出者

の検知と人数カウントを行う．しかし，1 日 8時間以上，

そして 4 日間にも渡る現場の様子を間違いなく人が記録

することは難しい．また，実証実験終了後に RFID やステ

レオカメラの記録データを分析や検証するためには，実

際の現場の状況がどうであったかを確認する手段が必要

となると想定し，実験システムを補完する目的でネット

ワークカメラを 4台設置することにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，ネットワークカメラで現場を４方向からみた１日

分の映像データを 4 日間分記録するが，コントローラの

ハードディスク容量も限られるため，検証する際に支障

をきたさないレベルの 1 秒間隔で映像記録を撮ることに

した． 

②ネットワークカメラの設置 

ネットワークカメラは，図 6 に示したようにエリアＸ

のコーナー4 箇所に設置し，おおよそ対角線を中心とし

たエリアの映像を記録した． 

図 16 は現場に設置したネットワークカメラである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 支援的保護システムの要件検証項目 

図15 アクティブリーダ関連機器の接続イメージ

図16 現場に設置したネットワークカメラ

専用治具

ネットワークカメラ

図17 ネットワークカメラ関連機器の接続イメージ

No. 検証すべき要件項目 確認事項 検証方法

1 入場検知 危険エリアへの入場 RFタグ所有者がゲートを通過する時、RFID
のデータとカメラの画像データを照合して、
入退場したことを検証する2 退場検知 危険エリアからの退場

3 人（資格、能力、権限）の特定 登録資格と実作業内容
RFタグ内の登録資格データと実際の現場で
の作業（行動）と機械の動きをVTRにて検証
する

4 エリアの特定 特定エリアでの存在検知
RFタグ所有者がゲート内外いずれに存在し
ているかを検証する

5 死角内での特定 死角エリアでの存在検知
目視による存在検知不可箇所でのRFタグ
所有者の存在検知

6 動作の特定 人の動作、静止状態の検知
RFタグ（震動･加速度センサ付）からの受信
データによる検証

7 時間の特定 変化点、継続
RFタグからの受信データ、ステレオカメラか
らのデータによる検証

8 現場設備の状態検知 動作、停止、待機等
表示機器の状態とRFタグからの受信データ
との照合による検証

9 現場環境での耐性 実験機器のEMC、雰囲気、放射の影響
実現場内における設備の各状態（動作･停
止）での実験機器の動作状態の検証

図 15 アクティブリーダ関連機器の接続イメージ 

図 16 現場に設置したネットワークカメラ

図 17 ネットワークカメラ関連機器の接続イメージ

廃棄物処理機械を対象とした基本安全技術の検討



－ 80 －

 

 

また，設置にあたっては，アクティブリーダと同時に

設置ができる写真に示すような専用の治具を準備した． 

図 17 にネットワークカメラ関係の接続イメージを示

す．なお，ネットワークカメラは支援的保護装置の一部

ではなく，あくまでも実証実験のデータ確認用の補助機

器である． 

 

4 実証実験での検証項目と検証内容 

1)検証項目 

 本実証実験の計画時に策定した支援的保護装置の要件

を表 2に示す． 

なお，No.6 の動作状態の判定については，今回の現場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の状況や作業スタイルから考えて，データの蓄積が難し

いと判断して検証を中止した． 

2)検証内容 

 図 18 に今回の実証実験で計画した検証内容を示す．本

実証実験は前項の支援的保護装置としての要件検証をこ

の図で示すような形で行なうように計画した． 

3)実証実験に使用した IT 機器の仕様 
(1)RF タグの仕様 

今回の実証実験に使用した RF タグ（アクティブ機能

とパッシブ機能内蔵の複合タグ）の外観イメージを図 19

に，主な仕様を表 3 に示す． 
また，今回使用した RF タグの主な特徴は，アク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 検証実験に用いた RF タグの主な仕様 

図18 検証実験における検証内容

図19検証実験に用いたRFタグ

無線部（アクティブ機能部分） ハードウエア部

適合規格
ARIB STD-
T67 電源 リチウム電池(CR2032) 1個

送信周波数 426MHz 帯 電池寿命 3年以上（１回/10分送信）

通信方式 単向方式 温度条件 ー10〜＋50℃

空中線電力 1mW 外形寸法 65×36×9.5(mm)

交信距離 見通し 50ｍ 重量 約20g (電池含む）

交信速度 4800bps

通信方法 電磁誘導

周波数 125kHz 帯

電磁結合到達距離 最大5.0m (ボリュームにて可変可能

アンテナ 巻き線コイル型

電源 AC100V

外形寸法 200×200cm

重量 約0.5kg (ケーブル除く）

図 18 検証実験における検証内容 

図 19 検証実験に用いた RF タグ 

表 4 検証実験に用いた LF 発信機の主な仕様 

）

 

 

ティブ機能とパッシブ機能の両方を有する複合型

で，アクティブタグとしての交信距離は約 50m，パ

ッシブタグとしての交信距離は数 mである． 

アクティブタグは自ら電波を発信するために電

池を内蔵しており，その電力を使ってアクティブリ

ーダにデータを送信する．また，RF タグとしての純

粋な機能の他に振動センサや押しボタンスイッチ

機能を搭載しているが，今回の実証実験においては

これらの機能は使用しなかった． 

本実験に使用した RF タグの主な特徴について，

図 20 に示す． 

(2)LF アンテナと LF 発信機の仕様 

図 21 に今回，使用した LF アンテナと LF 発信機（パ

ッシブタグ機能）の外観イメージを示す．実験現場には

床面へのマットの設置が困難だったために，コイル線を

頭上に這わせた形の LF アンテナとなった． 

 本実験に使用したLF発信機の主な仕様を表4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に，パッシブタイプ機能を有する LF アンテナ 2 台を活用し

た場合の基本的な動作概要を図 22 に示す．図に示すように，

LF アンテナを 2 台使用することによって各々のアンテナを通

過した順序，つまり人の移動方向を認識することができる．

例えば，LF アンテナ１を RF タグが通過したという情報を RF

タグが内蔵のメモリに一度格納し，その LF アンテナ１の通過

情報をアクティブ機能でアクティブリーダ 1，2 に送信する．次

に LF アンテナ２を通過した際に LF アンテナ 2 通過の情報を

アクティブリーダ１，２に送信することので，上位システム側で

の LF アンテナ１から LF アンテナ２の方向に通過したという

履歴の把握ができるのである． 

(3)アクティブリーダの仕様 

図 23 に本実験で使用したアクティブリーダの外観を

示す．また，アクティブリーダの主な仕様を表 5 に示す．

本アクティブリーダは，電波法上は特定小電力無線局に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6 検証実験に用いたステレオカメラの主な仕様 

表 5 検証実験に用いたアクティブリーダの主な仕様

□アクティブタグ機能
●特定小電力（426MHz 1mW）
●交信距離 見通し50m以上
●小型・薄型・軽量（65×36×9.5mm 約20g）
●リチウムボタン電池（CR2032）1個 交換可能
●電池寿命約3年（1回/20分送信）
●4つの送信方法（それぞれ設定変更可能）

①定時送信機能（1回/3秒～24時間）
②LF受信回路内蔵（125kHzの近距離通信）
③振動センサ（動いていることを検知）
④押しボタンスイッチ

□パッシブ機能
●LFアンテナ（2ch）に対応

①2つのLFIDを記録（通過方向が分かる）
②アンテナ通過RF送信回数（1～4回）
③アンテナ通過RF送信間隔（5秒±50％）
④LED・ブザーON/OFF設定
⑤同一LFIDマスク機能

図20 検証実験に用いたRFタグの主な特徴

図21 検証実験に用いたLFアンテナとLF発信機

 

図22 LFアンテナの動作概要

アクティブリーダ1 アクティブリーダ2

cvLFアンテナ1 ドア LFアンテナ2

LF発信機1 LF発信機2

図23 検証実験に用いたアクティブリーダ

適合規格 ARIB STD-T67 電源 DC4.0V ACアダプタ附属

受信周波数 426MHz 帯 消費電流 MAX300mA

受信変調速度 4800bps 温度条件 ー10〜＋50℃

アンテナ ホイップアンテナ 外形寸法 110×90×25(mm) アンテナ除く

インタフェイス RS232C イーサネット 重量 約140g (ACアダプタ除く）

図24 検証実験に用いたステレオカメラ

外形寸法･重量 300×40×70 (mm) 突起部除く、約0.7kg 

映像出力 BNCコネクタ×2ch (ケーブル長5C-2Cで100mまで）

電源･消費電力 DC12V〜DC24±5%、約5W

環境条件
使用環境：屋外で粉じんや塩害がなく、直射日光が
あたらない場所 温度：0℃〜40℃、湿度：20%〜
80%（結露なきこと）

図 20 検証実験に用いた RF タグの主な特徴 

図 21 検証実験に用いた LF アンテナと LF 発信機

図 22 LF アンテナの動作概要 

図 23 検証実験に用いたアクティブリーダ 

図 24 検証実験に用いたステレオカメラ

図18 検証実験における検証内容

入場者あり：1人 入場者あり：2人 入場者なし 入場者あり：2人 入場者あり：1人 

入場者あり：1人 
入場者タグ№：0003 

入場者なし 入場者あり：2人 
入場者タグ№：0001,0004 

入場者あり：1人 
入場者タグ№：0004 

※タグ不携帯者入場 

労働安全衛生総合研究所特別研究報告　JNIOSH-SRR-NO.43(2013）
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また，設置にあたっては，アクティブリーダと同時に

設置ができる写真に示すような専用の治具を準備した． 

図 17 にネットワークカメラ関係の接続イメージを示

す．なお，ネットワークカメラは支援的保護装置の一部

ではなく，あくまでも実証実験のデータ確認用の補助機

器である． 

 

4 実証実験での検証項目と検証内容 

1)検証項目 

 本実証実験の計画時に策定した支援的保護装置の要件

を表 2に示す． 

なお，No.6 の動作状態の判定については，今回の現場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の状況や作業スタイルから考えて，データの蓄積が難し

いと判断して検証を中止した． 

2)検証内容 

 図 18 に今回の実証実験で計画した検証内容を示す．本

実証実験は前項の支援的保護装置としての要件検証をこ

の図で示すような形で行なうように計画した． 

3)実証実験に使用した IT 機器の仕様 
(1)RF タグの仕様 

今回の実証実験に使用した RF タグ（アクティブ機能

とパッシブ機能内蔵の複合タグ）の外観イメージを図 19

に，主な仕様を表 3 に示す． 
また，今回使用した RF タグの主な特徴は，アク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 検証実験に用いた RF タグの主な仕様 

図18 検証実験における検証内容

図19検証実験に用いたRFタグ

無線部（アクティブ機能部分） ハードウエア部

適合規格
ARIB STD-
T67 電源 リチウム電池(CR2032) 1個

送信周波数 426MHz 帯 電池寿命 3年以上（１回/10分送信）

通信方式 単向方式 温度条件 ー10〜＋50℃

空中線電力 1mW 外形寸法 65×36×9.5(mm)

交信距離 見通し 50ｍ 重量 約20g (電池含む）

交信速度 4800bps

通信方法 電磁誘導

周波数 125kHz 帯

電磁結合到達距離 最大5.0m (ボリュームにて可変可能

アンテナ 巻き線コイル型

電源 AC100V

外形寸法 200×200cm

重量 約0.5kg (ケーブル除く）

図 18 検証実験における検証内容 

図 19 検証実験に用いた RF タグ 

表 4 検証実験に用いた LF 発信機の主な仕様 

）

 

 

ティブ機能とパッシブ機能の両方を有する複合型

で，アクティブタグとしての交信距離は約 50m，パ

ッシブタグとしての交信距離は数 mである． 

アクティブタグは自ら電波を発信するために電

池を内蔵しており，その電力を使ってアクティブリ

ーダにデータを送信する．また，RF タグとしての純

粋な機能の他に振動センサや押しボタンスイッチ

機能を搭載しているが，今回の実証実験においては

これらの機能は使用しなかった． 

本実験に使用した RF タグの主な特徴について，

図 20 に示す． 

(2)LF アンテナと LF 発信機の仕様 

図 21 に今回，使用した LF アンテナと LF 発信機（パ

ッシブタグ機能）の外観イメージを示す．実験現場には

床面へのマットの設置が困難だったために，コイル線を

頭上に這わせた形の LF アンテナとなった． 

 本実験に使用したLF発信機の主な仕様を表4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に，パッシブタイプ機能を有する LF アンテナ 2 台を活用し

た場合の基本的な動作概要を図 22 に示す．図に示すように，

LF アンテナを 2 台使用することによって各々のアンテナを通

過した順序，つまり人の移動方向を認識することができる．

例えば，LF アンテナ１を RF タグが通過したという情報を RF

タグが内蔵のメモリに一度格納し，その LF アンテナ１の通過

情報をアクティブ機能でアクティブリーダ 1，2 に送信する．次

に LF アンテナ２を通過した際に LF アンテナ 2 通過の情報を

アクティブリーダ１，２に送信することので，上位システム側で

の LF アンテナ１から LF アンテナ２の方向に通過したという

履歴の把握ができるのである． 

(3)アクティブリーダの仕様 

図 23 に本実験で使用したアクティブリーダの外観を

示す．また，アクティブリーダの主な仕様を表 5 に示す．

本アクティブリーダは，電波法上は特定小電力無線局に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6 検証実験に用いたステレオカメラの主な仕様 

表 5 検証実験に用いたアクティブリーダの主な仕様

□アクティブタグ機能
●特定小電力（426MHz 1mW）
●交信距離 見通し50m以上
●小型・薄型・軽量（65×36×9.5mm 約20g）
●リチウムボタン電池（CR2032）1個 交換可能
●電池寿命約3年（1回/20分送信）
●4つの送信方法（それぞれ設定変更可能）

①定時送信機能（1回/3秒～24時間）
②LF受信回路内蔵（125kHzの近距離通信）
③振動センサ（動いていることを検知）
④押しボタンスイッチ

□パッシブ機能
●LFアンテナ（2ch）に対応

①2つのLFIDを記録（通過方向が分かる）
②アンテナ通過RF送信回数（1～4回）
③アンテナ通過RF送信間隔（5秒±50％）
④LED・ブザーON/OFF設定
⑤同一LFIDマスク機能

図20 検証実験に用いたRFタグの主な特徴

図21 検証実験に用いたLFアンテナとLF発信機

 

図22 LFアンテナの動作概要

アクティブリーダ1 アクティブリーダ2

cvLFアンテナ1 ドア LFアンテナ2

LF発信機1 LF発信機2

図23 検証実験に用いたアクティブリーダ

適合規格 ARIB STD-T67 電源 DC4.0V ACアダプタ附属

受信周波数 426MHz 帯 消費電流 MAX300mA

受信変調速度 4800bps 温度条件 ー10〜＋50℃

アンテナ ホイップアンテナ 外形寸法 110×90×25(mm) アンテナ除く

インタフェイス RS232C イーサネット 重量 約140g (ACアダプタ除く）

図24 検証実験に用いたステレオカメラ

外形寸法･重量 300×40×70 (mm) 突起部除く、約0.7kg 

映像出力 BNCコネクタ×2ch (ケーブル長5C-2Cで100mまで）

電源･消費電力 DC12V〜DC24±5%、約5W

環境条件
使用環境：屋外で粉じんや塩害がなく、直射日光が
あたらない場所 温度：0℃〜40℃、湿度：20%〜
80%（結露なきこと）

図 20 検証実験に用いた RF タグの主な特徴 

図 21 検証実験に用いた LF アンテナと LF 発信機

図 22 LF アンテナの動作概要 

図 23 検証実験に用いたアクティブリーダ 

図 24 検証実験に用いたステレオカメラ
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該当し，その使用にあたってはユーザの免許開局申請は

不要であるため，今回の実証実験時にも制約事項は無か

った．ただし，スタッカクレーン用のリモコンに近い周

波数帯だったため，事前に電波干渉がないかを理論的に

検証した結果，相互に影響を及ぼすことはないと判断し，

実証実験に臨んだ． 
(4)ステレオカメラユニットの仕様 

ステレオカメラユニットは，撮影部のステレオカメラ

と画像，データ処理を行なうコントローラで構成される．

今回の実証実験においては，ゲート上部にステレオカメ

ラを設置して，ゲートを出入りする人の認識と人数カウ

ントを行なった． 
 図 24 に本実験でゲートに設置したステレオカメラの

外観を，表 5 にその仕様を示す． 
 図 25 に本実験でゲートに設置したステレオカメラユ

ニット用コントローラの外観を示す．また，表 6 にステ

レオカメラユニット用コントローラの仕様を示す． 
(5)ネットワークカメラの仕様 

ネットワークカメラは，Ethernet 接続可能な IP カメ

ラで，現場の映像を広範囲に記録することができる．今

回の実証実験は，基本的に RFID とステレオカメラを活

用したものであるが，検証時に現場の実際の状態とこれ

らの記録データとの照合が必要だと判断し，システムを

補完する目的でネットワークカメラを設置することにし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た．図 26 に本実験でゲートに設置したネットワークカ

メラの外観を，また表 7 に主な仕様を示す．なお，本ネ

ットワークカメラの特長は，180 度の広角映像が撮れる

ことやひずみ補正機能によってより鮮明な画像を取り込

むことができることである． 
4)実証実験の結果 
(1)実証実験を行った設備の稼働状況 

 段取り，教示などで装置が停止している状態から，稼

働状態に移行する時の人検知状況について確認した． 

 実証実験期間中のすべての稼働開始時について危険エ

リア内に人が存在することはく，その時のステレオカメ

ラ及び RFID が滞在者ありと判定することはなかった． 

(2)入退出検知 

 入退出の実態把握は，目視による記録とネットワーク

カメラ映像から，エリア X への入退出を確認し，ステレ

オカメラ及びLFアンテナを設置したAのドア部からの入

退出(いつ，だれ，作業)を抽出した．抽出は，出入り口

の途中で引き返すなどを除いて，明らかに進入または退

出した場合のみとした．また，A のドア部から進入し，

その他の出入り口から退出した場合は，進入のみを抽出

した．そのため，進入人数と退出人数には差がある． 

 次に，抽出した入退出データに対して，ステレオカメ

ラ画像およびステレオカメラログから，ステレオカメラ

が正しく入退出を検知していたかを確認した．検知の正

否は，実際の進入または退出に対して，入場者数カウン

トまたは退場者数カウントが正しくカウントアップして

いるか否かで判定した． 

 さらに，抽出した入退出データに対して，RFID ログか

ら，RFID が正しく入退出を検知していたかを確認した．

検知の正否は，人の特定も考慮して，入退出者が携行し

ているRFタグのタグIDが発信した履歴に基づきRFタグ

が LF アンテナに反応して発信する「ゲート送信」の内容

に含まれる LF アンテナ反応履歴が，"エリア X 外のアン

テナ(LF1)に反応"→"エリア X 内のアンテナ(LF2)に反応

"の順であれば進入，逆に"LF2 に反応"→"LF1 に反応"の

順であれば退出と判定した． 

実証実験4日間(8.5時間×4日=34時間)の進入者数は

のべ 95 人，これに対するステレオカメラが正しく検知し

た回数は 79 回で，整合率は 83.2%であった．進入した RF

タグ携行者はのべ 90 人で，RFID が正しく検知した回数

は 82 回，整合率は 91.1%とであった．一方，退出者数は

のべ 93 人，これに対するステレオカメラが正しく検知し

た回数は 66 回で，整合率は 71.0%であった．退出した RF

タグ携行者はのべ 88 人で，RFID が正しく検知した回数

は 77 回，整合率は 87.5%であった． 

実験日によって整合率に差があるのは，照度条件など

によるステレオカメラの誤検知，タグ携行方法の違い(タ

グの傾きなど)による RFID 誤検知などが原因と考えられ

る．誤検知の内容については各日の検出結果の項に記載

する． 

 抽出した入退出データについて，危険側誤検知の発生

回数を確認した．危険側誤検知は，危険エリア内に人が

表 7 検証実験で用いたネットワークカメラの主な仕様 

図 25 検証実験で用いたネットワークカメラ 

図 25 検証実験に用いたステレオカメラユニット用コン

トローラ 

外形寸法･重量  117×102×217 (mm)、約1kg  

有効画素数  約500万画素  

画角  水平約170°　垂直127°  

レンズ、焦点  F2.0 f=1.96mm 固定アイリス　IR-CUT コーティング　固定 

通信プロトコル  TCP/IP、UDP/IP ,HTTP、ARP、IPv4、DHCP、DNS、NTP  

外部 I/F  イーサネット1系統、又はNTSC1系統  

電源･消費電力  PoE(IEEE802.3a準拠）、又はDC12V  

環境条件  温度：ー10~ ＋45℃、湿度：30%~ 90%　（結露なきこと）  
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